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消えたペア：白山山系におけるイヌワシの

銃撃例と今後の保護策
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日本をはじめ多くの国々において，ワシタカ類は法律により保謹されている．しかし，国外での多

くの研究例によると，今もなお人間の迫害（humanpersecution）は，ワシタカ類の死亡や繁殖失

敗の大きな原因の１つとなっている（Ｎｅｗｔｏｎｌ９７９：224)．国内ではイヌヮシA9u"αｃ/Zノツsaetos

に対する人間の迫祥例は，新潟県においては銃による捕殺例など（風間1973)，宮城県においては巣

内ヒナの捕狸や巣へのカメラマン接近のために繁殖失敗（放棄）した例（立花1984：134)，秋田県

では1987年に巣内ヒナの密猟未遂事件があり，巣が壊されている（小笠原1988：２９)．繁者は1978年

より白山山系においてイヌワシの生態調査を行なってきたが，1985年に散弾銃で盤たれたイヌヮシ成

鳥の姥死体が調査地域内で発見された．ここにその事例を報告するとともに，保謹策について考えて

みたい．

事例報告

死亡個体

1985年１月14日，石川県野鳥園にイヌワシの蕊死体（１羽）が届けられた（Fig.１）．届け出た人

は，前日の13日に金沢市郊外の医王山北麓（白山山系北端）の道路わきの雪面に落ちていたものを拾っ

Fig.1．CarcａｓｓｏｆａｎａｄｕｌｔｆｅｍａｌｅＧｏｌｄｅｎＥａｇｌＧ

1988年12月15日受理

1．〒920石川県金沢市丸の内１－ｌ金沢大学大学院自然科学研究科生命科学専攻環境生物学講座
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たと述べている．風切羽および尾羽の特徴，回収された地点，解剖により判明した性別などからこの

個体は筆者が1981年より継続観察を行なっていたペア（池田ほかl986b，参照）の雌個体であるこ

とがわかった．外部計測値はＴａｂｌｅｌに示した．なお，この個体の剥製は石川県白山自然保護センター

中宮展示館に展示されている．

死亡原因

姥死体には外観上の大きな傷はなく，ニホンイヌワシＡ､ｃ､ノqpo7zjcaの標準的な体重（3,4009

Ｆ]～3,7009［早］：日本イヌワシ研究会1988）にくらべかなり軽く，早の体重の約70％であった

(Tablel)．解剖の結果，胸筋などの筋肉はほとんどなく，胃の中にはわずかな植物質のほかには何

も入っていなかった．臓器の外観には異常はみられず，当初は厳冬による餓死（自然死）と考えられ

た．しかし，解剖の後にレントゲン撮影を行なった結果，３発の散弾が体内より発見された．石川県

瞥察の調べによると，散弾の種揃はノウサギＬｅｐｚ４ｓｂﾉ､αc/23'”ｕｓ・ヤマドリＰｈａｓＺａ皿ssoe77zme7L

ﾉwzgjなどの狩猟にもちいられる４号および５号散弾であった．１つは右後頭部の頭骨の表面にあっ

た．もう１つは左眼の表面に残っており，充血の跡より喉から眼に入ったと推定された．残りの1つ

は左足第三指から発見された．

Fig.２．Ｒｉｇｈｔｆｏｏｔｏｆｔｈｅｅａｇｌｅ・Ｔｈｅｔｈｉｒｄｔａｌｏｎ
ｗａｓｌｏｓｔ．

(少なくとも，傷が自然治癒する間）生きていたもの

銃撃の覗実の判明により姥死体の外観をさら

に詳しく観察した結果，以下の点が散弾による

傷またはそれに起因する可能性が大きいと考え

られた。Ｉ・左翼の風切羽のうち３枚は亜なっ

て折れていた（Fig.１)．Ⅱ、右足第三指のかぎ

爪は折れてなくなっていた（Fig.２)．Ⅲ．，,,j足

指には黒っぽい斑点が多く残っていた．Ⅳ、IiIIj

足指は異常にはれており，人為的に指を動かし

てみたが，充分Iこものをつかめる状態を再現す

ることができなかった．しかし，足指の皮哨に

残された傷跡はほとんど完治しており，銃弾の

発見された頭部の皮胸には腫れも傷跡もなかっ

た．このことから銃撃を受けたのは発見よりか

なり以前であると推定され，被弾後かなりの間

と考えられた．

以上の事実から，死亡の直接の原因は餓死と＃以上の事実から，死亡の面接の原困は餓死と断定された．しかし，被弾による眼と足の機能低下な

どにより自力で餌を捕ることができなくなったことが，餓死の原因と考えられることから，今回の死

亡の真の原因は人間の迫害であるといえる．
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その後の生息状況

筆者がこの雌を最後に観察したのは，1984年12月17日（約１ケ月前）であった．この時には雄と共

にペアで飛期していた．このペアは個体識別ができており，1981年よりこの地域で繁殖活動をしてい

たが，1982年には無精卵のため繁殖に失敗していた（池田1986)．1983年には１羽のヒナを無事巣立

たせていたが（Ikedal988)，1984年には五九豪雪の影響により繁殖に失敗していたため，この年の

繁殖成功を期待していた（池田1985)．

一時中断していた観察を再開したのは，1985年２月６日であった．この日には，寡夫となったはず

の雄個体は観察されなかったが，巣の上にはアカマツＰｍｕｓｄｅ凡s奴orαの緑葉のついた枝が多く積

まれていた．この巣材は前回の調査時にはみあたらず，１２月17日以降に運び込まれた新しいものであっ

た．このことから，このペアはすでに繁殖活動を開始しており，雌個体の死亡（発見日は造巣期にあ

たる）のために繁殖できなかったといえる．Ｎｅｗｔｏｎ（1979：215）が指摘しているように，繁殖期

直前における繁殖鳥の殺害は影響が大きい．２月以降，営巣地周辺を中心に調査を行なったが，雄個

体を発見することはできなかった．雄個体が，雌個体の銃撃のときに撃たれて捕らえられたのか，そ

れとも新たな伴侶となるべき雌個体の移入がなくて生息地を放棄したのかどうかは判明していない．

イヌワシをはじめ多くのワシタカ類の生息地（巣・なわばり）は，占有個体が死亡しても，所有者

が速やかに入れ替わり，そのまま長く受け継がれるといわれている（Ｎｅｗｔｏｎｌ９７９：３９)．しかし，

1985年から今年まで４年間にわたり，この地域で営巣期を中心に現地調査を行なってきたが，この生

息地にイヌヮシはいまだに戻ってきていない．一般に，人間の迫害が個体群へ影響する大きさは，そ

の個体群の大きさと分布により異なり，孤立個体群（生息地のペア）ほど移入が少ないために絶滅し

やすいと考えられている（Newtonl979：215)．この生息地は，イヌワシの白山個体群の分布の上

で最北端に位置し（池田ほか1986a)，となりの富山県の個体群とは，その分布の最西端においてか

ろうじて近接している程度である（池田，準備中)．北方にひろがる能登半島の丘陵地帯には，イヌ

ワシの生息記録は過去現在を通じてない．西方は金沢市街をはさんで日本海に面している．すなわち，

白山山系を中心に生息しているイヌワシの地域個体群にとっては，この生息地は分布の最前線であっ

たといえる．このように，イヌワシにとってこの場所はかろうじて生息できた環境であったことが，

再移入を妨げている要因の一つと考えられる．

鎗溌

事件の背景

今回の個体の生息地（行動圏）のほとんどの場所は，営巣地も含めて鳥獣保護区等には指定されて

いなかった．例年，積雪期になるとこの地域にはノウサギやヤマドリ猟のために多くのハンターが入

山し，営巣期の調査定点付近の谷間にも銃声がしばしばこだましていた．撃たれた個体より摘出され

た散弾は，ノウサギやヤマドリ猟にもちいられる散弾であった．これらのことから，今回撃ったハン

ターがイヌヮシの密猟を目的としていなかったとは断言できないが，ノウサギ等の狩猟を目的として

入山していた可能性が非常に大きいといえる．しかし，イヌワシはもちろん狩猟鳥ではなく，国指定

の天然記念物・特殊鳥類であり，石川県の県鳥でもある．代表的な狩猟鳥獣であるキジ類・カモ類や

ノウサギ類とは似ても似つかないことから，このハンターがイヌワシを狩猟鳥獣と見間違えたとは考
えにくい．

ここで筆者が推察する銃撃の状況は，大きくわけて次の３つである．Ｉ：射程に入った動物（この

場合，イヌワシ）の種類判別を十分に行なわずに発砲した．Ⅱ：保謹鳥ではあるが普通種であるトビ
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などと見誤って発砲した．Ⅲ：ハンターが狙っていたノウサギ等の狩猟鳥獣に，イヌワシが近づいた

ところを発砲した．Ⅲの可能性の根拠としては，当地域での現地調査のおりに，地元の人から聞いた

次のような話がある．積雪期のノウサギの追込み猟のおりに，多くの勢子により稜線に追い上げられ

たノウサギを，イヌワシに捕獲された（猟師からみると横取りされた）ことがあったそうである．ま

た，イヌヮシが林道のわきで，ノウサギを捕らえてじっとしているのを目撃したこともあるそうであ

る．似たような例は阿部（1970）により報告されている．

’およびⅡの場合は，明らかにハンターの法律違反であり過失では済まないだろう．今回の場所で

はかなり以前にも発砲事件があり，それを報告している湯原（1973）は「山では，犬と人間以外は，

動くものは何でも撃ちとるというのが，鉄砲撃ちの心理らしい」と述べている●イヌワシの餌の多く

は，ノウサギ．ヤマドリなどの狩猟鳥獣であることから（池田ほか1986b)，Ⅲの場合は，ハンター

とイヌワシが狩猟鳥獣をめぐって競合関係にあったことが遠因といえるが，発砲はＩまたはⅡと合わ

さった状況下で故意になされたものと考えられる．いずれの場合もあきらかな法律違反であるが，以

上のような状況でなく単なる過失による偶発的事故であったとしても，ハンターが入山していなけれ

ば事件は起こらなかった．もしも鳥獣保護区に指定されていれば一般のハンターの入山はなく，仮に

密猟者による犯行であったとしても，この地域が鳥獣保護区に指定されていれば散弾銃を持っての入

山は容易ではなくなるであろう．今回の事件の責任は，まだ摘発されていない銃撃した犯人にあるこ

とに変わりはないが，この事件の背景としては鳥獣保護区未指定があったといえる．

鳥獣保護区の設定

実際の鳥獣保護区の設定にあたっては，営巣地ならびにその周辺の行動圏の利用状況を把握した上

で，一定面積の地域を選定する必要がある．このペアの場合，行動圏の大きさは，白山山系の多くの

ペアの中でも特に広く60.7kｍ2であった（池田ほか1986a)．この地域は白山国立公園や自然環境保

全地域から遠く離れ，市街地にも近く，農耕・植林地を多く含んでいる．現在，この範囲内で鳥獣保

護区に指定されているのは，行動圏の外縁部で民家の比較的密集した地域の２地区（計3.4kｍ2）だ

けであり，営巣地周辺部は休猟区等にも含まれていない．このペアの広い生息地すべてを鳥獣保護区

に指定することは，理想であり将来の目標としたいが今すぐには無理であろう．

当地域でのノウサギ・ヤマドリ等の猟期は，毎年11月15日から翌年の２月15日までであるが，今回

撃たれた時期は猟期の前半にあたると考えられる．猟期の間のイヌワシの繁殖ステージは，求愛期～

造巣期～抱卵期にあたる．この時期，繁殖イヌワシは営巣地の周辺にとどまっている時間が長く，行

動圏の周縁部を利用することは比較的少ない．このペアの場合，造巣期～育雛期の生活のほとんどは，

営巣地を中心として２～３ｋｍの範囲内で営まれていた（池田，未発表)．このことから，営巣地を

中心とした地域をひろく囲むように鳥獣保護区の指定がなされていれば，周辺地区で発砲があっても

イヌヮシの繁殖活動への直接の影響はあまりなく，猟期における事件の発生（事故の危険）を低減さ

せる上でかなり効力を発揮すると考えられる．

上述のような繁殖期におけるイヌワシの保護を主目的とした，営巣地中心の鳥獣保護区を設定する

際に，今回のペアの生息地（少なくとも，現在は生息していないが．．…･）の例では，営巣地を中心と

した最低限20kｍ2の地域（半径約2.5kｍの円内に相当）が面積的には適当と考えられる．しかし，

このような営巣地を中心とした鳥獣保護区の指定によって危倶されることは，地域指定により巣の場

所が特定されやすくなることである．ハンターによる危害を低減できても，繁殖活動の妨害となる行

為をする心ないカメラマンやバードウォッチャー，そして密猟者などに巣の場所が知られてしまって



279

(ま元も子もないからである．

一般に，イヌワシをはじめ多くのワシタカ類では同じ巣を何年にもわたり繁殖にもちい，特に岩壁

の巣では樹の巣にくらべて使用期間が長いことが知られている．北米では1689年から使われていた巣

からは，300年たった今日（1986年）でもヒナが巣立っているし，100年程度の使用歴のある巣も多く

知られている（Palmerl988：203)．筆者の観察している白山山系の別のペアでも，1980年に発見

したある岩壁の巣は，今年も含め９年にわたり繁殖にもちいられている（池田，未発表)．このよう

なことから，巣の場所が心ない人に知られることは，ｌ～２度の繁殖失敗や殺害にとどまらず，永続

的な繁殖不成功や巣内ヒナの奪取につながりかねない．

したがって，鳥獣保護区の地域を設定するにあたっては，第三者に巣場所の特定ができないように

するため，保護地域の地理的中心と巣場所との一致を避けた上で，面積を充分に広くとることが必要

条件となろう．

今後の保瞳手法

ワシタカ類の保護管理の原理としては，鳥自身の保護の他に食物資源の保護・生息地の保護が肝要

である（Ｎｅｗｔｏｎｌ９７９：263)．上述の営巣地周辺の鳥獣保護区指定は，イヌワシが種として天然記

念物・特殊鳥類に指定されていることに加えて，前者の鳥自身の保護には効果があろう．前述のよう

に，イヌワシの餌の多くは狩猟鳥獣であることから，それらの狩場となっている地域が鳥獣保護区に

含まれていれば，後者のうち食物資源の保護にも効力を発揮するであろう．しかし，鳥獣保護区の指

定だけでは生息環境（特に，営巣地自体）の保護や人間活動による干渉の防止はむつかしい．このた

めにはもう一歩進めて，伐採や開発などに関して厳しい規制のある，鳥獣保護区の特別保護地区や自

然環境保全地域の特別地区に指定することが必要である．

白山山系の場合，生息が確認されている13ペアのうち（池田ほか1986a)，行動圏の大半が鳥獣保

護区（白山国立公園の各種特別地域ならびに特別保護区と一致）や自然環境保全地域に指定されてい

るものは，多く見識っても８ペアである．また，これらのペアの行動圏の大半は山地帯～亜高山帯に

属している．その上，北陸地方特有の多雪などの冬の厳しい自然環境のために，少なくとも繁殖期の

前半については人間の活動から隔絶されている．一方，残りの保護地域等に無指定のペアの行動圏は，

丘陵帯～山地帯に属しており，山間部の村落に接している．これらの地域は，スキー場に代表される

レジャー施設があるのみならず，山村の人々が生活している場所でもある．

白llllIl系に限らず，国内のイヌワシの多くは山地帯を中心とした丘陵帯～亜高山帯に生息しており，

行動圏の平均面積は約61kｍ'である（日本イヌワシ研究会1987)．これら各地の生息地における筆

者の現地視察から判断しても，人間の活動が活発に行なわれている地域を行動圏に含むイヌワシは比

較的多いと考えられる．たとえば，イヌワシと林業との共存策について，由井（1984）は法的規制を

加えて厳重に監視しなくとも，施業の時期等に配虚するだけで可能な場合もあると，東北地方での事

例を上げて提唱している．時期的な配慮などでは済まない場合でも，広大な地域すべてを保護地域に

指定することは，人間活動との共存をはかる上では現実的・効率的な保護手法とはいえない．このた

め，このような人間との関わりの深いペアについては，巣場所や狩場などイヌワシの生活に重要な地

域を重点的に保護することが要求されよう．

現在，国内には約480羽のイヌワシが生息していると見積られている（日本イヌワシ研究会1986)．

これらのうち早急な保護対策が必要なのは，深山幽谷に棲む個体ではなく，我々人間にとって比較的

身近なところにいる個体である．後者に該当するペア（個体）について，営巣地のみならず行動圏の
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利用状況を把握することが，科学的保護・管理のための具体的研究課題の１つである．これはイヌワ

シに限らず，広大な行動圏をもつ他の大型鳥獣等にもあてはまるものである．
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ＡｃａｒｃａｓｓｏｆａｎａｄｕｌｔｆｅｍａｌｅＧｏｌｄｅｎＥａｇｌｅＡ９“Ｊａｃﾉ"9ysaeZoswasfoundonthenorth-

ernｓｌｏｐｅｏｆＭｔ・Ioh-zenontheoutskirtsofKanazawaCity,IshikawaPrefecture,ｏｎＪａｎｕ‐

ary13,1985（Fig.1).Thecarcassweighted2,7909（Tab､1)，about７０％ofnormal，andthe

pectoraliswasemaciatedleadingtotheconclusionthattheproximatecauseofdeath

wasstarvatioｎ．Roentogenographicinspectionrevealedthreeshots：ｏｎｅontheright-rear

surfaceofskull，oneinthelefteyeball，ａｎｄｔｈｅｔｈｉｒｄｉｎｔｈｅｔｈｉｒｄｔｏｅｏｆｌｅｆｔfoot、Ｅａｃｈｔｏｅ

ｈａｄａnabnormallymassivefoot-padprobablyhamperingthebird'sgraspingability

(Fig.2)，therefore，ｉｔｗａｓａｓｓｕｍｅｄｔｈａｔｔｈｅｕｌｔｉｍａＬｅｃａｕseofdeathwasshooting、Ａｔ

ａｂｏｕｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｔｈａｔｔｈｅｆｅｍａｌｅｄｉｅｄ，ｔｈｅｍａｌｅｏｆｔｈｅｐａｉｒａｌｓｏｖａｎｉｓｈｅｄ、Sincethen，

ｎｏｅａｇｌｅｓａｒｅｋｎｏｗｎｔｏｈａｖｅｏｃｃｕｐｉｅｄthevacantterritory、AlthoughtheGoldenEagleis

aprotectedbirdspeciesinJapan，nowildlifeprotectionareawasestablishedinthenest‐

ingrangeofthispair・Non-establishmentofsuchanareamayhavecontributedtothis

shootingincident・Idiscussedfurtherprotectionandfutureconservationandmanage‐

mentprograms、
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